
京丹後市都市計画審議会 会議録 

 

１ 会 議 名  第１６回京丹後市都市計画審議会 

２ 開催日時  令和４年１月１７日(月) 午後２時から午後３時まで 

３ 開催場所  京丹後市役所２０１～２０３会議室 

４ 出 席 者  尾上亮介、岡井有佳、水田朋子、山﨑高雄、梅田和男、嶋田健一郎、平井邦

生、中野勝友、櫻井祐策、米田均、徳田隆男、柴田隆行 

５ 議題及び会議の公開または非公開の別 

 議題：京丹後都市計画下水道の変更(京丹後市)(原案)について 

 公開又は非公開：公開 

６ 傍 聴 者  ０人 

７ 発言の内容(要旨) 

市長あいさつ 

市長： 新型コロナウイルス感染症については、ご案内のとおり、昨秋以来落ち着いて

いましたが、変異株の急拡大を背景に感染者が増加しています。本市においても

断続的に陽性者が確認されています。引き続き、感染予防の徹底をお願いいたし

ます。 

一方でポストコロナ・ウィズコロナを見据えたまちづくりを進めていく必要が

あります。山陰近畿自動車道の延伸に伴い、都市拠点の整備について展望をもっ

て取組みを進めております。 

その上で、今日は、都市インフラである都市下水道の供用区域について、提案

させていただき、審議をお願いさせていただきます。 

会長選出 

 委員の互選により、尾上亮介委員を会長に選出。 

会長あいさつ 

会長： ご指名をいただきまして、会長に就任させていただくことになりました。 

前回の審議会から少し間が空き、新たなメンバーで進められるよう活発な審議

を頂戴したいです。今回は都市計画下水道ということで、なかなか馴染みにくい

分野ですが、秩序ある整備が進められるようご活発な審議を頂戴したいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

諮問 

 市長から会長に、「京丹後都市計画下水道（京丹後市）（原案）について」諮問。 

会議録署名人指名 

 会長が山崎高雄委員を指名。 

会長職務代理者指名 

 会長が梅田和男委員を指名。 

 



議題 京丹後都市下水道の変更（京丹後市）（原案）について 

   (提案部局から資料１、資料２に基づき説明) 

 説明概要 

・峰山・大宮処理区では、峰山町新治の一部（鱒留川左岸）及び大宮町口大野の一部（竹野

川左岸）について、排水区域を拡大する。 

・網野処理区は、網野の一部、浅茂川の一部、下岡の一部などすでに宅地化している地域を

排水区域として拡大し、浅茂川の一部（港）及び網野の一部（桃山、長田）について、浄

化槽整備とし、排水区域を縮小する。 

質疑応答及び意見 

委員：  都市計画の手続きの状況について教えてください。 

事務局：  都市計画法に基づく手続きについては、公聴会、案の縦覧、都市計画審議会、

京都府知事への法定協議、都市計画決定・告示という流れになります。公聴会に

ついては、昨年 11 月 12 日に公告をし、原案の縦覧を 11 月 15 日から 29 日まで

行っています。公聴会については、この期間に公述の申し出がなかったため、公

聴会を開催するには至っておりません。その後、12 月 13 日から 27 日まで案の

縦覧を行いました。こちらについても意見がございませんでした。 

委員： 峰山・大宮処理区について、今回、排水区域が７１７ヘクタールから約 1 割弱

の 62 ヘクタール増えるという説明でした。参考資料の航空写真をみると既に宅

地化が進んでいる区域のように見えます。今回の変更で処理水が増えるように見

えます。区域の拡大によって、浄化施設の処理能力は既に整っているのでしょう

か。またこれから整備する予定なのでしょうか。 

事務局： 処理場の能力については区域の拡大を前提として計画しています。そのため、

処理水が増えても問題ありません。 

委員： 元々、新治や口大野は住宅が密集している地域であったと思いますが、なぜ今

追加となったのですか。理由があって外してあったのですか。 

事務局： 峰山・大宮処理区については、旧町時代に計画しています。平成 7 年から都市

計画決定をし、下水道の整備を進めています。峰山・大宮処理区については、全

体を計画区域にするのではなく、順次追加し、区域を拡大していく方法を取って

います。そのため、元々連坦している地域ではありますが、今回の計画変更によ

って排水区域に含まれたという経過です。 

委員： 網野処理区の縮小区域は、当初は下水道を予定していたが、検討する中で、浄

化槽により水洗化するという判断をされたという理解でよいですか。 

事務局： おっしゃる通りです。 

委員：  網野処理区の縮小となる地域の住民への説明はどのようにされましたか。 

事務局：  地域の方に事前にご意見を聞かせていただきました。公共下水道を整備するよ

りも浄化槽を設置させていただいた方が早期に水洗化の整備ができると説明さ

せていただき、ご理解いただいています。 



委員： 網野処理区の拡大する区域は、連坦していないように見えるのですが、公共下

水道として整備する理由を教えていただけませんか。 

事務局： 追加する地域については、スーパーやドラックストアといった店舗が新しく立

ち並ぶ地域となります。こちらは、優良な農地が隣接するため、面での整備では

なく、部分部分での追加で整備を進めてまいります。 

審議結果 

 「京丹後都市下水道の変更（京丹後市）は、全員異議なく可決された。 

８ その他(報告事項) 

 用途地域等指定の検討状況について 

  (事務局から報告資料１に基づき説明) 

 説明概要 

 ・用途地域及び特定用途制限地域の制度を活用し、拠点等における土地利用を計画するも

の。 

・今後、具体の用途や範囲を示す図を作成し、住民説明等を行い、縦覧等の法定手続きを行

う予定。 

閉会 

  



 

 前記の内容については、第１６回京丹後市都市計画審議会の会議録（要旨）であることを

証します。 

 

 会議録署名人  京丹後市都市計画審議会委員                

  


